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はじめに 

 

 近年、急激な少子高齢社会の進展、保健医療サービス需要の増大、健康危機

管理事象の頻発かつ重大化などによって、地域の健康課題は複雑、多様化し、

地域保健活動の主要な担い手となる保健師は、より高度な専門性の発揮が求め

られています。一方、保健師を取り巻く状況は、職域の拡大による少数分散配

置や、団塊の世代の保健師の大量退職等から急激な世代交代がすすみ、これま

で培われてきた保健活動の継承への影響が懸念されます。 

 

 このような背景を受け、山形県では平成 24年２月「保健師人材育成指針」を

策定しました。この指針を受け、それまで一部の地域でのみ開催されていた「管

内保健師統括者会議」が全保健所で定期的に開催され、研修会や活動現場でも

人材育成をより意識するようになりました。 

その後、国においては平成 25年４月厚生労働省健康局長通知による「地域に

おける保健師の保健活動に関する指針」が大きく見直され、平成 28年３月には

「保健師に係る研修のあり方等に関する検討会最終取りまとめ」が公表されま

した。このような動きを受け、本県においても先に策定した「保健師人材育成

指針」を見直し、平成 30年２月「山形県保健師活動指針」を策定しました。こ

の指針は山形県内の行政保健師が保健活動において目指す方向性を示したもの

であり、平成 31年２月具体的に推進するための「山形県保健師人材育成ガイド

ライン」を策定しました。この策定を受け、この「山形県保健師活動指針」を

改訂しました。 

 

現在国では、制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係

を越えて、地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、

人と資源が世代や分野を越えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの

暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会である『地域共生社会』の実

現を目指しています。本県においてもこの地域共生社会実現のため、保健師に

はこの「保健師活動指針」を踏まえ、地域保健活動の担い手としての役割を果

たしていただきたいと考えております。 

 

最後に、本指針並びに人材育成ガイドライン策定にあたり、多大な御尽力を

いただきました保健師人材育成検討会委員及びワーキンググループはじめ関係

者の皆様に深く感謝申し上げます。 

 

平成 31年３月 

 山形県健康福祉部長 玉木 康雄   
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